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規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
」
を
「
第
百
五
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
十
一
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
十
二
条
の
十
一
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
二
十
八
条
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
二
十
八
条
の
九
ま
で

削
除

第
二
十
八
条
の
十
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す

る
」
を
「
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
イ

⑴
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵

中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑸
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑸
」
に
改
め
、
同
号
ロ

⑴
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵

中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑸
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑸
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
イ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
」
に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
イ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
ⅱ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴

ⅱ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
ⅲ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号

イ
⑴
ⅲ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第

一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
イ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一

項
第
一
号
イ
⑶
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑵
⒤
」
を
「
第
六
十
九
条
第

一
項
第
二
号
ニ
⑵
⒤
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
イ
⑴
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑴
⒤
」
を

「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑴
⒤
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑴

ⅱ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑴
ⅱ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二

号
ハ
⑵
⒤
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
⒤
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
第
七
十
七
条
第
一

項
第
二
号
ハ
⑵
ⅱ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
ⅱ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
イ
⑴
中
「
第

七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑴
⒤
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑴
⒤
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵

か
ら
⑷
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑴
ⅱ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ニ

⑴
ⅱ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑵
⒤
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第

二
号
ニ
⑵
⒤
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑵
ⅱ
」

を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ニ
⑵
ⅱ
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
イ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四

号
イ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号

ロ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
十
の
二
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
八
十
一
条
の
下
肢
等
障
害
者
の
範
囲
等
）
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第
二
十
八
条
の
十
一

条
例
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
下
肢
又
は
体
幹
に
障
害
を
有
し
歩
行
が

著
し
く
困
難
な
者
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
障
害
を
有
す
る
者
（
以
下
「
下
肢
等
障
害
者
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
よ
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者

障
害
の
区
分

障
害
の
級
別

下
肢
不
自
由

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級

上
肢
不
自
由

一
級
及
び
二
級

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の

脳
病
変
に
よ
る
運
動
機
能
障
害

上
肢
機
能

一
級
及
び
二
級

移
動
機
能

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

視
覚
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級
の
１

聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

平
衡
機
能
障
害

三
級
及
び
五
級

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害

三
級
（
こ
う
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

心
臓
機
能
障
害

一
級
、
三
級
及
び
四
級

じ
ん
臓
機
能
障
害

一
級
、
三
級
及
び
四
級

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
、
三
級
及
び
四
級

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害

一
級
、
三
級
及
び
四
級

小
腸
機
能
障
害

一
級
、
三
級
及
び
四
級

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障

害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

二

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷

病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
前
号
の
規

定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二

又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
よ
る
重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者

障
害
の
区
分

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度

下
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及

び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及

び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症

上
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

視
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

聴
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

平
衡
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症

（
こ
う
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

心
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

じ
ん
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

呼
吸
器
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

小
腸
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

三

東
京
都
が
知
的
障
害
者
に
発
行
す
る
手
帳
（
以
下
「
愛
の
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
前
二
号
の
規
定

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
手
帳
に
知
的
障
害
の
程
度
が
総
合
判
定
一
度
か
ら

三
度
ま
で
で
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者

四

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
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号
）
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
も
の
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第

三
十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る

者
に
限
り
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
又
は
愛
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
前
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
八
条
の
十
一
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
八
十
一
条
第
二
項
の
障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類
）

第
二
十
八
条
の
十
一
の
二

条
例
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類
で
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
愛
の
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
減
免
）

第
二
十
八
条
の
十
一
の
三

条
例
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
減
免
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
下
肢
等
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
の
自
家
用
の
自
動
車
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
減
免
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に

掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

条
例
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
適
用
前
の
税
額

二

四
万
五
千
円

２

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
二
号
中
「
四
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
円
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
月
の

翌
月
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

（
当
該
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
者
が
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
前
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
項
中
「
当
該
年
度
の

末
日
の
属
す
る
月
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
月
」
と
し
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
項
第
二
号
中
「
四
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
円

に
賦
課
期
日
の
属
す
る
月
か
ら
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で

除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
」
と
す

る
。

第
二
十
八
条
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
八
十
条
の
自
動
車
）

第
二
十
八
条
の
十
二

条
例
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る

自
動
車
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗

合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
所
有
す
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
（
同
法
第
五
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
、
都
民
の
生
活
に
必

要
な
バ
ス
路
線
の
維
持
の
た
め
に
知
事
が
行
う
補
助
を
受
け
た
路
線
の
運
行
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
二

構
造
上
専
ら
下
肢
等
障
害
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、

現
に
当
該
自
動
車
の
使
用
の
目
的
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
（
特
定
の
下
肢
等
障
害
者
の
利

用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
肢
等
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。
）

三

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
指
定
自
動
車
教
習
所

が
所
有
す
る
教
習
車

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
自
動
車

２

前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
条
例
第
八
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
知
事
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
を
併
せ
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
十
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
五
条
の
六

第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
八
の
四
第
二
項
中
「
、
法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
」
を
削
る
。

第
四
十
条
の
九
の
二
中
「
第
八
十
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種

別
割
）
納
税
済
証
印
」
を
「
自
動
車
税
納
税
済
証
印
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
十
一
項
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
」

に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
次
項
第
四
号
及
び
」
及
び
「
次
項
第
五
号
及

び
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

「
に
初
回
新
規
登
録
」
の
下
に
「
（
条
例
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
初
回
新
規
登
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
次
項
第
六
号
及
び
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
十
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
種
用
途
自
動
車
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
第
二
十
八
条
の
十
第
五
号
イ
及
び
第
八
号
イ
に

規
定
す
る
自
動
車
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度

分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条
第
五
号
イ
及
び
第
八
号
イ
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
、
「
条
例
附
則

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
」
と
す
る
。

附
則
第
十
四
項
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改

め
る
。

附
則
第
十
五
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

別
記
様
式
中

「
第
六
十
三
号
様
式
か
ら
第
九
十
六
号
様
式
ま
で

削
除

第
九
十
七
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
修
正
申
告
書

第
九
十
八
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
納
税
義
務
免
除
申
告
書

第
九
十
九
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
納
税
義
務
免
除
申
請
書

第
百
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
納
税
義
務
免
除
決
定
通
知
書

第
百
一
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
徴
収
猶
予
許
可
通
知
書

第
百
二
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
更
正

決
定
等
通
知
書

」
を
「
第

六
十
三
号
様
式
か
ら
第
百
二
号
様
式
ま
で

削
除
」
に
、
「
第
百
三
号
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
」
を
「
第
百
三
号
様
式

自
動
車
税
納
税
通
知
書
」
に
、
「
第
百
九
号
様
式

自
動
車
税

（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
非
課
税
申
告
書
」
を
「
第
百
九
号
様
式

自
動
車
税
非
課
税
申
告
書
」
に
、

「
第
百
十
号
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
証
印
」
を
「
第
百
十
号
様
式

自
動
車
税
納
税
済

証
印
」
に
、
「
第
百
十
号
の
二
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務

免
除
申
告
書
」
を
「
第
百
十
号
の
二
様
式

自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務
免
除
申

告
書
」
に
、
「
第
百
十
号
の
三
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務

免
除
決
定
通
知
書
」
を
「
第
百
十
号
の
三
様
式

自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務
免

除
決
定
通
知
書
」
に
、

「
第
百
十
一
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
減
免
申
請
書
()甲()乙

」
を

「
第
百
十
一
号
様
式

自
動
車
税
減
免
申
請
書
()甲()乙

」
に
、
「
第
百
十
一
号
の
二
様
式

自
動
車
税
（
種

別
割
）
減
免
申
請
書
（
中
古
商
品
自
動
車
用
）
」
を
「
第
百
十
一
号
の
二
様
式

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
中
古
商
品
自
動
車
用
）
」
に
、
「
第
百
十
二
号
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
等
証
明

書
」
を
「
第
百
十
二
号
様
式

自
動
車
税
納
税
済
等
証
明
書
」
に
、

「
第
百
十
二
号
の
二
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
書

()甲()乙()丙()丁
」

を

「
第
百
十
二
号
の
二
様
式

自
動
車
税
納
税
証
明
書

()甲()乙()丙()丁
」

に
、
「
第
百
十
二
号
の
三
様
式

自
動
車
税

（
種
別
割
）
納
税
済
等
証
明
印
」
を
「
第
百
十
二
号
の
三
様
式

自
動
車
税
納
税
済
等
証
明
印
」
に
、

「
第
百
九
十
号
の
二
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
台
帳
兼
徴
収
簿
」
を
「
第
百
九
十

号
の
二
様
式

自
動
車
税
台
帳
」
に
、
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「
第
二
百
五
号
様
式

自
動
車
税
（
種
別
割
）
徴
収
簿
()甲()乙

」
を

「
第
二
百
五
号
様
式

自
動
車
税
徴
収
簿
()甲()乙

」
に
改
め
、

「
第
二
百
六
号
の
三
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
徴
収
簿
」
を
削
り
、

「
第
二
百
十
五
号
様
式

都
税
滞
納
繰
越
徴
収
簿

()甲()乙()丙()丁()戊()己()庚()辛()壬
」

を

「
第
二
百
十
五
号
様
式

都
税
滞
納
繰
越
徴
収
簿

()甲()乙()丙()丁()戊()己()庚
削
除

()辛()壬

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
乙
）
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
（
乙
）
そ
の
一
を
別
記
第
五
号
様
式
（
乙
）
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
乙
）
そ
の
二
及
び
第
五
号
様
式
（
丙
）
そ
の
三
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
一
()表
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
二
()表
中
「第

７１条
の
３
第
１
項

」
を
「第

７２条

」
に
改
め
、
同
様
式

()表
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
三
様
式
（
丁
）
()表
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
四
様
式
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
乙
）
()表
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
丙
）
()表
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
督
促
状

」
を
「自
動
車
税
督
促
状

」

に
改
め
、
同
様
式
()表
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
丙
）
()表
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
徴
収
引
受
通
知
書
兼
納
税
催
告
書

」

を
「自

動
車
税
徴
収
引
受
通
知
書
兼
納
税
催
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

徴
収
引
受
通
知
書
兼
納
税
催
告
書

」
を
「自

動
車
税
徴
収
引
受
通
知
書
兼
納
税
催
告
書

」
に
、
「自

動

車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
十
一
号
の
二
様
式
備
考
１
中
「、

自
動
車
税
環
境
性
能
割
、
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

」

及
び
「、

自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
あ
つ
て
は
「
法
人
事
業
税
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
環
境
性
能

割
」
と
、

「自
年

月
日

至
年

月
日

事
業
年
度
分
の

」 と
あ
る
の
は
「

年
月

日

取
得
の
登
録
番
号
の
自
動
車
に
係
る
」
と
、
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
あ
つ
て
は
「
法
人
事
業
税
」

と
あ
る
の
は
「
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
と
、

「自
年

月
日

至
年

月
日

事
業
年
度
分
の

」

と
あ
る
の
は
「

年
月

日
取
得
の
車
両
番
号
の
軽
自
動
車
に
係
る
」
と

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
、
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

」
を
「自

動
車
税

」
に

改
め
、
「、

自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
あ
つ
て
は
「
取
得
年
月
日
」
、
「
登
録
番
号
」
及
び
「
自
動
車

の
種
別
・
用
途
」
を

」
を
削
り
、
「自

動
車
税
種
別
割
に
あ
つ
て
は
「
徴
収
区
分

」
を
「自

動
車
税
に

あ
つ
て
は
「
徴
収
区
分

」
に
改
め
、
「、

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
あ
つ
て
は
「
取
得
年
月
日
」
、

「
車
両
番
号
」
及
び
「
軽
自
動
車
の
種
別
・
用
途
」
を

」
及
び
「、

自
動
車
税
環
境
性
能
割
又
は
軽
自

動
車
税
環
境
性
能
割
に
あ
つ
て
は
「
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
性
能
割
額
」
と
、
自
動
車
税
種
別
割

に
あ
つ
て
は
「
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
種
別
割
額
」
と

」
を
削
る
。

別
記
第
九
十
七
号
様
式
か
ら
第
百
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
九
十
七
号
様
式
か
ら
第
百
二
号
様
式
ま
で

削
除

別
記
第
百
三
号
様
式
()表
中
「第

８０条

」
を
「第

７２条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知

書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」

に
改
め
る
。

別
記
第
百
三
号
様
式
付
表
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
内
訳
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通

知
内
訳
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納
税

通
知
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
七
号
様
式
中
「第

８３条

」
を
「第

７５条

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」

に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
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「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
号
様
式
中
「第

８３条

」
を
「第

７５条

」
に
、
「

」
を

「

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
号
様
式
中
「自

動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
非
課
税
申
告
書

」
を
「自

動
車
税

非
課
税
申
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
中

「又
は
第
４４４条

第
１
項

」
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

別
記
第
百
十
号
様
式
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
証
印

」
を
「自

動
車
税
納
税
済
証
印

」
に

改
め
る
。

別
記
第
百
十
号
の
二
様
式
中
「第

８５条

」
を
「第

７７条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「種

別
割
額

」
を
「自

動
車
税
額

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
号
の
三
様
式
中
「第

８５条

」
を
「第
７７条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自
動
車
税

」
に
、
「種

別
割
額

」
を
「自

動
車
税
額

」
に

改
め
る
。

別
記
第
百
十
一
号
様
式
（
甲
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
百
十
一
号
の
二
様
式
中
「第

８５条
の
６

」
を
「第

８２条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
減

免
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
減
免
申
請
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
様
式
中
「第

８５条
の
７

」
を
「第

８３条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済

等
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
済
等
証
明
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
及
び
２
中
「自

動
車
税
種

別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
３
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
等
証
明
申
請

書

」
を
「自

動
車
税
納
税
済
等
証
明
申
請
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
甲
）
中
「第

８５条
の
７

」
を
「第

８３条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別

割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
申
請
書

」
を

「自
動
車
税
納
税
証
明
申
請
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
乙
）
中
「第

８５条
の
７

」
を
「第

８３条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別

割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
丙
）
中
「第

８５条
の
７

」
を
「第

８３条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別

割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
丁
）
中
「第

８５条
の
７

」
を
「第

８３条

」
に
、
「自

動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別

割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
等
証
明
印

」
を
「自

動
車
税
納
税

済
等
証
明
印

」
に
、

「

」
を

別
記
第
百
十
一
号
様
式
（
乙
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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「

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別

割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
備
考
１０
中
「改

修
実
演
芸
術
公
演
施
設

」
を
「改
修
特
別
特
定
建

築
物

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
十
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
台
帳

」
を
「自

動
車
税
台

帳

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
百
五
号
様
式
（
甲
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
百
五
号
様
式
（
乙
）
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
徴
収
簿
」
を
「
自
動
車
税
徴
収
簿
」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
六
号
の
三
様
式
を
削
る
。

別
記
第
二
百
十
五
号
様
式
（
庚
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
十
五
号
様
式
（
庚
）

削
除

別
記
第
二
百
二
十
一
号
様
式
（
乙
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
七
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
百
十
二
号
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
等

証
明
書
、
旧
規
則
別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
甲
）
、
同
様
式
（
乙
）
、
同
様
式
（
丙
）
及
び
同

様
式
（
丁
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
書
並
び
に
旧
規
則
別
記
第
百
十

二
号
の
三
様
式
に
よ
り
押
印
さ
れ
た
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
済
等
証
明
印
で
現
に
効
力
を
有
す

る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
間
中
に
限
り
、
新
規
則
別
記
第
百
十
二
号
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
自
動

車
税
納
税
済
等
証
明
書
、
新
規
則
別
記
第
百
十
二
号
の
二
様
式
（
甲
）
、
同
様
式
（
乙
）
、
同
様
式

（
丙
）
及
び
同
様
式
（
丁
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
自
動
車
税
納
税
証
明
書
並
び
に
新
規
則
別
記
第
百

十
二
号
の
三
様
式
に
よ
り
押
印
さ
れ
た
自
動
車
税
納
税
済
等
証
明
印
と
み
な
す
。

６

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事

が
行
わ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
に
係
る
旧
規
則
別
記
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
第
百
四
十
七

号
様
式
そ
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
都
税
証
紙
代
金
収
納
計
器
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号

東
京
都
都
税
証
紙
代
金
収
納
計
器
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
都
税
証
紙
代
金
収
納
計
器
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）
附
則
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
収
納
計
器
を
始
動
す
る
た
め
に
必
要
な
票
札
（
以
下
「
始
動
票
札
」
と
い
う
。
）
を

返
還
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東
京
都
始
動
票
札
返
還
報
告
書
（
附
則
別
記
第
一
号
様
式
）
に
返
還
す

べ
き
全
て
の
始
動
票
札
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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